
石川県信用保証協会
組織概要

「信用保証協会」は、中小企業・小規模事業者さまが、金
融機関から事業資金のお借り入れをする際、公的な保証
人となることで、融資を受けやすくすることを目的とした
公的な保証機関です。加えて、相談、診断、情報提供と
いった多様なニーズに的確に対応することにより、中小
企業・小規模事業者さまの経営基盤の強化を支援し、中
小企業の振興と地域経済の活力ある発展に努めており
ます。

連
絡
先
等

石川県金沢市尾山町9番25号
担当部署名：事業部 経営支援1課（担当：屋敷、辰巳）

：  経営支援２課（担当：平本、永原）
電話番号：076-222-1550

人員構成

事業部 経営支援１課 課長以下６名
経営支援２課 課長以下５名
うち中小企業診断士３名

※１課：BtoB（製造業、建設業、運送業等）
２課：BtoC（飲食業、小売・サービス業等）

女性支援室(エクート) 室長以下８名

支援業務詳細

（支援可能な課題等）
・資金調達
(株式取得資金・事業用資産取得資金・借換資金・運
転資金等)

・経営改善

（支援可能な解決手段等）
・「信用保証」を通じた金融支援
・その道のプロ(専門家)派遣等に拠る経営支援



事業承継に関する保証メニューのご案内
特定経営承継関連保証経営承継関連保証石川県事業承継特別保証事業承継サポート保証

経営者の死亡や退任等に
起因する事業承継に伴い、
中小企業者の代表者が当
該中小企業者以外のもの
が有する株 式や事業用
資産を取得するた めの
資金を対象とした制度で
す。

経営者の死亡や退任
等に起因する事業承
継に伴い、株式や事
業用資産の取得資金
を 対象とした制度で
す。

事業承継における資金調達
にあたり、 一定の要件を満
たす中小企業者につ いては
経営者を含めて保証人を徴
求せず、中小企業活性化協
議会及び事業承継・引継ぎ
支援センターから事業承継
に係る計画及び財務内容等
の確認を受けていれば保証
料率の 引き下げも可能な制
度です。

事業承継計画に基づき、持
株会社が事業会社の株式を
集約 化するための資金供
給を支援 することで、円滑
な事業承継を促すことを目
的とした制度です。

制度の特徴

経済産業大臣の認定を受
けた中小企業（具体的要
件については保証制度要
綱をご参照下さい）

経済産業大臣の認定
を受けた中小企業者
（具体的な要件につ
いては保証制度要綱
をご参照下さい）

事業承継計画書、財務要件
等確認書等の書面の添付が
必要（具体的な要件につい
ては保証制度要綱をご参照
下さい）

事業計画書を策定したうえ
で、事業承継に取り組む中
小企業者（具体的な要件に
ついては、保証制度要綱を
ご参照下さい）

対象者

２億８，０００万円２億８，０００万円２億８，０００万円２億８，０００万円保証限度額

運転資金１０年以内
設備資金１５年以内

運転資金１０年以内
設備資金１５年以内

１０年以内１５年以内
保証期間

１年以内ー１年以内２年以内据置期間

金融機関所定金融機関所定金融機関所定金融機関所定金利

0.45～1.90％
特別小口0.80％

0.45～1.90％
特別小口1.00％

0.45～1.90％
中小企業活性化協議会及び
事業承継・引継ぎ支援セン
ター確認有の場合、0.10～

0.57％

1.15％

保証料

必要に応じて徴求必要に応じて徴求必要に応じて徴求必要に応じて徴求担保

原則として、認定中小企
業者以外の保証人は不要
です。

必要となる場合があ
ります。ただし、法人
代表者以外の連帯保
証人は原則不要です。

徴求しない。必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の
連帯保証人は原則不要です。

連帯保証人
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